
資 料 
 

小・中学校の教科用図書の採択について 
 

１ 採択時期 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

小学校 
採択替え 使用   

 
 
採択替え 

 
使用 

中学校 
 採択替え 使用   

 
 
採択替え 

 
（１） 教科用図書の採択替えは、４年に１回実施する。ただし、学校教育法附則第 9 条教科用図書は 

除く。 

法第 14 条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間は、学校教育法附則 9 条に規

定する教科用図書を採択する場合を除き、4 年とする。 
（義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第 14 条） 

 
（２）教科用図書の採択は、毎年実施する。 

義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定 
める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。 

（義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第 14 条） 

 

２ 平成 25年度の採択地区 

名   称 地   域 

川崎第１地区 川崎区 

川崎第２地区 幸区・中原区 

川崎第３地区 高津区・宮前区 

川崎第４地区 多摩区・麻生区 

 

３ 平成 25年度の教科用図書展示会場 

・宮前小学校 
   ・教育会館 
   ・総合教育センター 
   ・多摩図書館（臨時会場） 
 

４ 教科用図書採択会場 

   ・平成 23 年度 総合教育センター 
   ・平成 24・25 年度 教育文化会館 



 

５ 前回の採択替え時における教科用図書の採択手順 

 

                  
①諮問                     ⑦全ての教科用図書に関する 

                  審議結果の答申 

 
②調査研究依頼                  ⑤採択地区ごとにとりまとめた 

調査研究報告 
⑥全ての教科用図書に関する 

調査研究報告 

 
③調査研究依頼             ④全ての種目の教科用図書に 
                  関する各学校の調査研究報告        

 

 
 
 

教育委員会：教育長含む６名 
（教科用図書の採択） 

教科用図書選定審議会＝調査研究等の報告を参考に審議 
 

委員構成：規則上４０名以内 
 
学校長６  教員７  保護者９  学識経験者３ 
総合教育センター職員・教育委員会事務局職員１５ 
（合計４０名） 

 
 調査研究会＝調査研究員で構成され、教科用図書選定審議会へ報告

する。（各教科の教員で構成） 
 
調査研究員の作業 
（１）教科用図書の選定に関する調査研究 
（２）教科用図書に関する、学校における調査研究の聴取 

 

各学校（教科用図書の調査研究） 
 


